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集中復興期間の延長及び特例的な財政支援の継続等を求める要望書 

 

 

 未曾有の被害をもたらした東日本大震災から４年余りが経過しました。 

 

 国におかれましては、東日本大震災からの復旧・復興事業に対し、東日本

大震災復興交付金や震災復興特別交付税の創設、東日本大震災に対処するた

めの特別の財政援助及び助成に関する法律の制定等による国庫補助率のかさ

上げや補助対象範囲の拡大、各種基金の積み増しのための交付金の増額など、

特例的な制度の創設並びに財政支援を講じていただき大変感謝しておりま

す。 

 

 この間、青森県、岩手県、宮城県及び福島県の東北４県では、国による支

援を最大限活用しながら復旧・復興にひたすら邁進をし、ようやく希望の光

が見えてまいりました。この見えてきた光を大きな輝きにするため、被災地

の復興、そして更なる発展に向け、様々な課題に対し総力を挙げて取り組ん

でいるところです。 

 

 しかしながら、被災者の住まいや事業・生業の再建を始め、被災地におけ

る復興まちづくりには長期間を要することなどから、平成２８年度から平成

３２年度までの今後５年間の復旧・復興事業に要する経費は、４県合計で 

８．３９兆円（注）と推計しており、引き続き、特例的な制度の継続と財源の

確保が必要な状況にあります。 

 

 つきましては、東日本大震災からの復旧・復興を引き続き我が国の最優先

の課題とし、２０２０年に開催される東京オリンピック・パラリンピック競

技大会において、復興に向かう被災地の姿が全世界に発信できるよう、平成

２７年度までとされている集中復興期間を延長し、今後とも国費による充実

した支援と地方負担への手当てを含む復興財源を確保するとともに、新たな

課題や行政需要に対応できるよう、次の事項について、４県合同で要望いた

します。 

                            
（注）福島県については、方針未定の平成２９年度以降の除染や中間貯蔵施設など東京電力に求償する

事業が規模感不明確なため、額に含めていない。 
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１ 集中復興期間の延長と特例的な財政支援の継続 

  国の復興財源のフレームは、集中復興期間である平成２７年度までしか

示されていない。復旧・復興事業を計画的に実施するためにも、集中復興

期間を延長するとともに、十分な財源フレームを早期に示すこと。 

  また、東日本大震災復興交付金や震災復興特別交付税、社会資本整備総

合交付金を始めとする「復興枠」による別枠での予算確保など国による特

例的な財政支援を継続し、被災自治体に対する財政的負担を求めないフレ

ームとすること。 

  さらに、震災から５年目となり、復旧・復興に携わる県及び市町村職員

の負担感も大きくなっていることから、各種の事務手続きについては、国

庫補助負担金の一括交付や基金化の手法を講じるなど、できる限り簡素化

・効率化・迅速化を図り、県及び市町村の負担が少ない仕組みを検討する

こと。 

 

 

２ 東日本大震災復興交付金の制度継続と改善 

  各被災自治体では、復興のステージの高まりを受けて、現行の補助事業

等では対応できない新たな復興需要や課題が生じている状況にある。 

  そのため、東日本大震災復興交付金制度について、復興が完了するまで

継続する方針を早期に示すこと。 

また、復興のステージに対応して、効果促進事業費の一括配分の対象事

業の追加を行うなど、被災自治体にとって真に使いやすい制度となるよう

改善を図るとともに、柔軟な運用を図ること。 

 

 

３ 取崩し型復興基金の追加交付等 

  取崩し型復興基金は、今後具体化が進む被災地のまちづくりの進捗に応

じて住民生活の安定やコミュニティの再生、地域経済の振興に向けた事業

等に活用できるよう、追加交付をすること。 

  また、復旧・復興のために造成された各種基金についても、復興の進捗

状況を十分に踏まえつつ、その終期の延長や必要な積み増しを行うこと。 
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４ 国が行う復旧・復興事業の整備促進と全面的な財政支援の継続 

  被災地の復興を牽引する復興道路及び復興支援道路、河川・海岸堤防や

港湾等の国が行う復旧・復興事業について、必要な予算と体制を別枠で確

保し、より一層の整備促進を図ること。 

  また、復旧・復興に係る直轄事業負担金については、引き続き、震災復

興特別交付税による全面的な財政支援を講ずること。 

 

 

５ 震災復興特別交付税による人件費等に対する支援措置の継続等 

  地方自治法に基づく派遣職員の受入経費及び東日本大震災への対応のた

めに職員採用を行った場合の人件費等については、震災復興特別交付税に

よる全面的な財政措置を継続すること。 

  併せて、被災地方公共団体以外の地方公共団体が行う任期付職員の採用

に係る経費及び派遣元で実施する研修等に係る経費に対する財政措置を

行うこと。 
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